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こんにちは 松坂みち子 です

戦
争
を
さ
せ
な
い
１
０
０
０
人
委

員
会
が
行
っ
た
記
者
会
見
で
、
大
江

健
三
郎
さ
ん
が
「
安
倍
首
相
は
、
憲

法
も
日
本
語
も
壊
す
」
と
言
っ
て
い

ま
し
た
。
「
憲
法
の
前
文
を
引
用
し

な
が
ら
、
戦
争
放
棄
と
は
真
逆
の
方

向
へ
結
論
付
け
る
」
な
る
ほ
ど
で
す
。

ほ
か
に
も
安
倍
首
相
は
、
自
衛
隊

が
戦
闘
し
て
い
る
地
域
へ
武
器
を
持
っ

て
い
く
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「
戦
闘
に
巻
き
込
ま
れ
る

こ
と
は
な
い
」
と
言
い
切

る
。
そ
の
根
拠
は
ど
こ
に

あ
る
の
か
の
説
明
は
あ
り

ま
せ
ん
。
安
倍
首
相
本
人

が
最
前
線
へ
行
っ
て
相
手

国
に
「
打
つ
な
」
と
で
も

言
う
の
で
し
ょ
う
か
。
結

論
だ
け
言
い
、
「
自
分
の

言
う
こ
と
が
真
実
だ
、
み
ん
な
信
じ

ろ
」
と
言
わ
ん
ば
か
り
で
す
。
ま
る

で
独
裁
者
の
様
相
で
す
。

行
使
の
条
件
は
「
限
定
的
」
と
も

言
い
ま
す
。
し
か
し
、
石
破
幹
事
長

が
今
年
５
月
２
日
ワ
シ
ン
ト
ン
で
の

講
演
で
、
「
ま
ず
は
限
定
し
た
事
例

か
ら
ス
タ
ー
ト
し
、
さ
ら
に
広
げ
る

こ
と
が
で
き
る
」
と
発
言
し
て
い
る

こ
と
を
忘
れ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

みち子のひとりごと

黙ってられない

軽自動車税等の引き上げに反対など
ー６月議会反対討論から

6月26日に閉会した定例会で上程された29件のうち、

日本共産党市議団は5件について反対しました。

まず、地方税法の一部を改正する法律の公布により和歌

山市条例の一部を改正するものは、たとえば、軽自動車税

を現在の7200円から10800円に、原付は現在1000円

を2000円になどそれぞれ引き上げるものです。これらは

市民の交通手段への増税であり、消費税に加えての増税押

し付けに反対です。

子ども・子育て支援新制度にかかわる3件の条例制定は、

新制度自体に、集団保育が困難になる、保育の平等性、安

定性、継続性が保障されないなどが問題があるため賛成で

きません。

あと１件は、中央卸売市場の冷蔵庫を取り替えることか

ら使用料を徴収しようとするものです。負担が従来の1.5

～1.6倍になります。市民の台所の役割をもつ市場に対し

市が一定の援助は当然であり、一挙に5,6割もの引き上げ

は反対です。

集
団
的
自
衛
権
行
使
に
反
対
で
す
。

日
本
は
武
力
で
は
な
く
、
戦
争
し
な
い
と
決
め
た

「
憲
法
９
条
」
を
こ
そ
世
界
に
広
げ
る
べ
き
で
す
。
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こんにちは加藤なおとです

南
畑
市
会
議
員
と
読
者
を
訪
ね
た
。
そ

の
方
は
高
齢
の
お
母
さ
ん
だ
。
「
実
に
３

０
年
以
上
前
の
話
や
ね
え
」
と
切
り
出
し

た
の
は
３
０
年
前
、
息
子
さ
ん
と
私
が
障

害
者
作
業
所
で
出
会
っ
た
と
き
の
こ
と
。

障
害
を
持
つ
息
子
さ
ん
は
も
う
５
０
歳
だ

と
。
今
は
親
元
を
離

れ
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム

に
入
居
中
。
そ
の
お

母
さ
ん
と
は
ち
ょ
く

ち
ょ
く
共
産
党
の
講

演
会
な
ど
で
見
か
け

て
は
い
た
が
、
改
め

て
３
０
年
の
旧
交
を
温
め
た
。

こ
の
日
、
率
直
に
入
党
を
薦
め
た
。
す

る
と
「
私
は
も
う
入
っ
て
い
る
の
か
と
思
っ

て
い
た
よ
」
と
言
う
。
こ
れ
ま
で
の
党
と

の
付
き
合
い
で
一
体
感
を
持
っ
て
く
れ
て

い
た
。
そ
し
て
「
で
は
入
党
い
た
し
ま
す
」

と
丁
寧
に
。
「
な
ん
も
で
き
ん
け
ど
こ
れ

ま
で
ど
う
り
や
っ
た
ら
や
る
よ
」
。

誠
実
に
３
０
年
余
作
業
所
と
と
も
に
生

き
て
こ
ら
れ
た
方
を
迎
え
ら
れ
た
喜
び
は

何
物
に
も
代
え
が
た
い
。
こ
の
機
会
を
く

れ
た
こ
と
に
感
謝
。
こ
の
話
、
ま
だ
続
き

が
あ
る
。

決起集会のお知らせ

7月１２日（土） 13：00 ～ 14：30

中之島会館

ぜひ、ご参加ください

日本共産党ブロック後援会

姫田高宏議員の一般質問から

南保健センターへのバス路線を

現在、和歌浦口にある保健センターが老朽化

し駐車場も狭いことから、田尻にある市の保有

地に建て替え工事中の南保健センターが、間も

なく完成します。今の、バス停の近い和歌浦口

から、バスの走っていない田尻へ移転すること

から、バスの乗り入れを求めました。

南保健センターの対象地域はこれまでの5地

区から5つ増えて10地区になります。そのうち

公共交通が利用できるのは5地区だけで、それ

もバス停から歩いて10分とのこと。また、バ

スの乗り入れは転回スペースがないので困難。

初めから考えていないことが明らかになりまし

た。新規バス路線の申し入れについては、関係

部局と協議したいとの答弁でした。

憲法がいき
る市政を

渡辺忠広議員の一般質問から

設置許可権を持つ市の責任は重い

県内の産廃処分場について、その事業が「完

了」3件、「建設中」2件、「埋め立て中」4

件、「中止命令を受けた」1件、「廃止」12

件であることが明らかになりました。

滝畑の産廃処分場計画は、22年間という長

期の埋め立て工事と経過監視3年で25年後に

事業廃止となるが、産廃は長く将来にわたって

存在することから、滋賀県栗東市、和歌山県橋

本市では多額の公費が使われていることを紹介

し、設置許可権を持つ市は、費用も含め管理責

任があることを指摘しました。


